
 

令和 ４ 年度 第２回松伏町農業委員会会議録 

 

会 議 日 時 令和４年４月２５日（月） 午後１時３０分 

会 議 場 所 松伏町役場本庁舎２階 ２０１会議室 

開 会 時 刻 午後１時５５分 

閉 会 時 刻 午後２時４５分 

議     長 山﨑 久俊 

 

 

委員出欠状況 

 

議席 氏     名 出欠席 議席 氏     名 出欠席 

１ 永 野 浩 司 ○ ２ 岡 野 正 幸 ○ 

３ 須 賀 喜佐子 ○ ４ 藤 江 健 広 ○ 

５ 横 川 朝 治 ○ ６ 岡 田 嘉 男 ○ 

７ 石 塚   要 ○ ８ 鈴 木 洋 子 × 

９ 柴 田 光 善 ○ １０ 小 島 康 平 ○ 

１１ 山 﨑 秀 夫 ○ １２ 八 木 大 輔 ○ 

１３ 髙 橋   實 ○ １４ 山 﨑 久 俊 ○ 

 三反﨑 善 隆（最適化推進委員） ○  舛 田   晃（最適化推進委員） ○ 

 山 﨑 富 康（最適化推進委員） ○  砂 川   進（最適化推進委員） ○ 

 小 島 雄 一（最適化推進委員） ○  滑 川   浩（最適化推進委員） ○ 

 内 藤 玉 江（最適化推進委員） ○    

 

 

事 務 局 
事務局長 後藤  事務局長補佐 黒田 

主任 蓮沼  主事 林     

 

 

議事日程 

 

日程第 １       会議録署名委員の指名について 

日程第 ２       諸報告について 

日程第 ３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書の許可を求める件について 

日程第 ４ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請書の承認を求める件について 

日程第 ５ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請書の承認を求める件について 

日程第 ６ 議案第４号 農地法第３条第２項第５号の規定による別段の面積の設定について 

日程第 ７ 報告第１号 農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出書の受理について 

日程第 ８ 報告第２号 農地改良等に係る届出について 

 

 

 

 

 

 

 



会 議 の 件 名 議 事 録 

１． 開 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第１ 

 

 

 

 

 

 

 

後藤事務局長が開会を告げる。午後１時５５分 

【あいさつ】 

◎事務局長 

 皆さん、こんにちは。 

これより、令和４年度第２回農業委員会定例総会を始めさせていただきま

す。 

本日は、お忙しいところ、ご出席をいただきありがとうございます。 

町からのお知らせとして、３点あります。 

１点目は、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請書３番につ

いてです。申請内容は住宅敷地の許可についてですが、権利者の同意が間

に合わなかったため、保留とし来月以降に申請される予定となりました。 

２点目は、松伏町農業者支援給付金のお知らせです。新型コロナウイル

ス感染症感染症拡大の影響により、農業用資材や燃料、肥料などの価格高

騰の影響を受ける営農者への次期作に対する支援策です。 

令和３年度の税務申告で農業収入が５０万円以上ある営農者が対象で

す。申告期限が５月３１日までとなっておりますので、まだお済でない方

がいらっしゃいましたら申請をお願いいたします。 

３点目は、５月２９日の日曜日、第４２回江戸川クリーン作戦が午前８

時３０分から予定されています。江戸川河川敷で行なわれますので、時間

の許す範囲でご参加いただければありがたいと思います。 

私からは以上です。 

 それでは引き続き、山﨑会長からご挨拶をいただきたいと思います。 

 

◎会長 

 ただいま課長のからお話があったとおり支援金の件ですが昨年は８０件

ほどあったそうです。今年はまだまだ枠があるそうですので身近に該当す

る方がいらっしゃいましたらお口添えしていただければと思います。 

 

◎事務局長 

 ありがとうございました。では、会長は総会の議長となることとなって

おりますので、よろしくお願いします。 

 

【開会の宣言】 

◎議長 

 ただいまから、令和４年度第２回定例総会を開会いたします。 

 本日の出席委員は、農業委員１３名、最適化推進委員７名であります。

過半数に達しておりますので、本農業委員会は成立いたしました。 

 これより、日程に従い議事に入ります。 

 

【会議録署名委員の指名について】 

◎議長 

 まず、会議録署名委員の指名を行います。松伏町農業委員会総会会議規

則第１３条の規定により議長から指名いたします。 

３番 須賀 喜佐子 委員 

４番 藤江 健広  委員 

 以上、２名の委員を指名いたします。ご異議ありませんか。 

 



 

 

 

 

日程第２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第３ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なし） 

 

 ご異議なしと認め、指名のとおり決定いたします。 

 

【諸報告について】 

◎議長 

次に、諸報告を行います。 

まず始めに、総務又は農地委員長からの報告はありませんか。 

  

（なし） 

 

◎議長 

続いて、農協・土地改良区・認定農業者協議会からの報告はありません

か。 

 

（なし） 

 

◎議長 

 続いて、その他の委員又は事務局からの報告はありませんか。 

 

◎事務局 

 議案の訂正について 

 

◎議長 

 以上で報告を終わります。 

 

【議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書の許可を求める件に

ついて】 

◎議長 

続いて、日程３議案第１号農地法第３条の規定による許可申請書の許可

を求める件についてを上程いたします。 

№１について、事務局から説明をお願います。 

 

◎事務局 

案内図は１、２ページをご参照願います。 

申請地は○○○○○○－○、地目は○、面積は○○○㎡。同所○○○○

－○、地目○、面積○○○㎡。同所○○○○－○、地目○、面積○○○㎡

の合計○○○○㎡です。 

譲受人は○○○○○に居住する○○○○さん、年齢○○歳、職業は○○

です。 

譲渡人は○○○○○に居住する○○○○さん、年齢○○歳、職業は○○

です。 

譲渡理由は、譲渡人は、労力不足によるもので、譲受人は、経営規模拡

大です。なお売買金額は○○万円で、１反当たり約○○万円です。 

譲受人世帯の現在の経営農地面積は、全部で○○○○㎡、そのうち○が

○○○㎡で、不耕作はありません。おもな作付作物は水稲、露地野菜です。 

農機具の所有状況は、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、農業

用自動車、草刈機を所有しています。 

譲受人の農作業歴は○○年で、その他世帯員の労働者は農作業歴○○年



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

の○○歳の○と農作業歴○○年の○の２人です。また、通作距離は、○○

㎞です。 

世帯の農作業従事状況は、譲受人は年間１００日、○は年間１００日、

○は年間１００日の世帯合計で３００日になり、年間の農作業従事日数１

５０日以上要件は満たしています。 

今回の申請地の面積を合わせた権利取得後における経営面積は、今回○

○○○㎡になり、五反要件は満たしています。 

周辺地域との関係については、引き続き水稲栽培を行い、地域農業者と

協調していくとのことであり、周辺農地への農業上の利用に支障は及ぼさ

ないものと考えられます。よって、農地法第３条第２項各号には該当しな

いため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

説明については以上です。 

 

◎議長 

続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま

す。 

 

◎横川委員 

 ４月１８日月曜日に書類審査と現地調査を行いました。事務局の説明の

とおり、書類に不備はなく、また、現地も違反はありませんでした。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

◎議長 

 説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。 

 

◎柴田委員 

 今年から登記をして耕作をするのか、それとも来年から登記をして耕作

をするのか。また、畦はどうするつもりなのか。 

 

◎事務局 

 現時点では決まっておらず、許可が降り次第耕作を開始する時期や畦を

含め境界についてを隣地の方と話し合い調整をするそうです。 

 

◎柴田委員 

調整が済んだらくれぐれも名義貸し等がないように次回の総会で報告願

いたい。 

 

◎議長 

質疑なしと認め、これより採決いたします。 

 承認に賛成の方の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。 

よって、本案は承認されました。 

 

【議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請書の承認を求める件に

ついて】 

◎議長 

続いて、日程４議案第２号農地法第４条の規定による許可申請書の承認



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を求める件についてを上程いたします。 

№１について、事務局から説明をお願います。 

 

◎事務局 

案内図は３ページをご参照願います。資料の土地利用計画図は１ページ

をご参照ください。 

申請地は○○○○○－○、地目は○、面積は○○○㎡です。 

申請人は○○○○○に在住の○○○○さん、年齢○○歳、職業は○○○

○です。 

転用目的は○○○○で白地地区です。 

転用理由については、近隣の方から○○○○を探していると相談があり、

申請地を案内したところ是非貸していただきたいとの事でした。 

この土地は、間口が狭く細長い土地で、耕うんするためトラクターで回

転するにも苦慮しています。 

工事期間は令和○年○月○日から令和○年○月○○日までを予定してい

ます。 

被害防除対策について、敷地の北西と南西側は既設 CB積み、南東側は既

存単管パイプで囲まれています。敷地内は砕石整備をし、隣地の敷地高に

合わせた整備を行います。 

資金計画について、整備費○○○万円で、全額自己資金で対応するとの

ことで、金融機関から整備費を上回る額の残高証明書が添付されています。

資金計画については問題ありません。 

また、近隣住民３名から駐車場設置要望書と併せて要望者が所有する車

３台分の自動車検査証が提出されています。 

説明については以上です。 

 

◎議長 

続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま

す。 

 

◎須賀委員 

 ４月１８日月曜日に書類審査と現地調査を行いました。事務局の説明の

とおり、書類に不備はなく、また、現地も違反はありませんでした。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

◎議長 

 説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。 

 

（なし） 

 

◎議長 

質疑なしと認め、これより採決いたします。 

 承認に賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。 

よって、本案は承認されました。 

 



日程第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請書の承認を求める件に

ついて】 

◎議長 

 続いて日程５議案第３号農地法第５条の規定による許可申請書の承認を

求める件についてを上程いたします。 

№1について、事務局説明願います。 

 

◎事務局 

 案内図は４ページをご参照願います。資料の土地利用計画図は２ページ

をご参照ください。 

申請地は○○○○○－○○、地目は○、面積は、○○○㎡、外６筆の一

体の農地です。 

面積は合計で○○○○㎡です。 

譲受人は○○○○○に本社を構えている、○○○○○○○○ ○○○○

さん、職業は○○○○を営んでいます。 

譲渡人は○○○○○に居住されている○○○○さん年齢は○○歳、職業

は○○○の方です。 

転用目的は○○○○です。 

申請理由については、弊社は○○○○したばかりの会社です。主に中○

○○○や○○○○の販売をしています。現在、○○○○を○○○○○○に

て使用しております。取り扱う台数が増加し、置場が手狭になってきてお

ります。そこで、新しく○○○○を取得したいと考え土地を探していまし

た。 

そんな中、今回の申請地を見つけることができました。面積は○○○㎡

であり、○○○○が走っており、○○○○の通行にも支障なく、移動がし

やすくなっています。 

本社より申請地まで約○○㎞、車で約○○分の場所に位置しており、こ

れまでは○○○○を中心としておりましたが、今後は○○○○や○○○○

も商圏として視野に入れて進出を予定しております。 

 そのためにも、今回の申請地を選定いたしました。その他の農地以外の

土地なども探していましたが、希望条件に適した土地が見つかりませんで

した。許可がいただけましたら、現在の資材置場と今回申請します資材置

場を十分に活用し、さらに事業を拡大していきたいと計画しております。

とのことです。 

工事期間は令和○年○月○日から令和○年○月○○日までを予定してい

ます。 

被害防除対策については、申請地外周には３０㎝の万年塀で被害防除対

策を行います。敷地内は砂利敷きです。 

資金計画について、賃貸借のため用地費はありません。造成費の○○○

万円のみです。全額自己資金で対応するとのことで、金融機関からの残高

証明書が添付されています。資金計画についても問題ありません。 

説明については以上です。 

 

◎議長 

続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま

す。 

 

◎柴田委員 

 ４月１８日月曜日に書類審査と現地調査を行いました。事務局の説明の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とおり、書類に不備はなく、また、現地も違反はありませんでした。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

◎議長 

 説明が終わりましたのでこれについてご質疑、ご意見ありますでしょう

か。 

 

◎須賀委員 

 万年塀は何枚積み重ねるのか。 

 

◎事務局 

 あくまでも被害防除であるため高さ３０㎝の物を１枚だけになります。 

 

◎藤江委員 

 砂利敷きの厚さはどのくらいか 

 

◎事務局 

 １０㎝になります。 

 

◎議長 

以上質疑なしと認め、これより採決いたします。 

 決定に賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。よって、本案は決定されました。 

 

◎議長 

続いて、№2について、事務局説明願います。 

 

◎事務局 

 案内図は５ページです。土地利用計画図は３ページになります。 

申請地は○○○○○－○、地目は○、面積は、○○○㎡です。 

譲受人は（有）○○○○○○○○さん、職業は○○○○を営んでいます。 

譲渡人は○○○○○に居住されている○○○○さん年齢は○○歳、職業は○

○の方です。 

転用理由については、○○○○の社内資格を得たのを機会に法人として設立

しました。○○○○の○○○○を受注しております。○○○○とはいえ身分を

保証されていないので、グループの成長に応じて対応していく必要がありま

す。 

○○○○には、必ず残土の発生が伴います。掘削した溝は管を傷めない良質

土で埋め戻します。現在、使用している○○○○には、○○○○、○○○○

で使用する CBを含む○○○○、○○○○や現場で使用するもの物置等多種多

様な物を置いています。 

作業スペース以外が手狭になっており、好ましくない状況を改善すべく市街

化区域の土地や、他の土地などを探しましたが、広さ、道路条件、近隣環境、

予算等の面から適した土地はありませんでした。そんな中、縁あって申請をし

ました。 

工事期間は令和○年○月○日から令和○年○月○○日までを予定してい



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。 

被害防除対策については、申請地外周には東側の水路は土留で被害防除対策

を行い、その他は法面で対応します。敷地内は砂利敷きです。 

資金計画について、用地費○○○万円、造成費○○○万円、合計で○○

○万円。全額自己資金で対応するとのことで、金融機関からの残高証明書

が添付されています。資金計画についても問題ありません。 

説明については以上です。 

 

◎議長 

続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま

す。 

 

◎岡野委員 

 ４月１８日月曜日に書類審査と現地調査を行いました。事務局の説明の

とおり、書類に不備はなく、また、現地も違反はありませんでした。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

◎議長 

 説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。 

 

（なし） 

 

◎議長 

質疑なしと認め、これより採決いたします。 

 承認に賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。 

よって、本案は承認されました。 

 

【議案第４号 農地法第３条第２項第５号の規定による別段の面積の設定

について】 

◎議長 

続いて、日程６議案第４号について事務局報告願います。 

 

◎事務局 

農地法第３条第２項第５号の規定による別段の面積の設定についてです

が、農地法第３条で農地等の所有権や賃借権等の権利を取得しようとする

者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面

積の合計が北海道では２ｈａ、都道府県では５０ａ、に達しない場合は許

可することができないとされております。５０ａは、５，０００㎡で、５

反用件とも言われております。 

しかし、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域

の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林

水産省で定めるところにより、これを公告したときは、その面積で許可す

ることができるとされております。 

農地法施行規則第１７条第１項第１号では、設定区域は、自然的経済的

条件からみて営農条件がおおむね同一の地域。第２号では、別段の面積の
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単位はアールとし、１０ａ以上とする。第３号では、定めようとする別段

の面積は、その区域内においてその定めようとする別段の面積未満の耕作

者の数が、その区域内の耕作者の総数をおおむね４０％を下回らないこと

とする。以上の基準が示されており、この基準を満たせば、１０ａ刻みで、

１０ａ、２０ａ、３０ａ、４０ａという設定が可能となります。 

松伏町に当てはめてみますと、農林業センサスのデータから、耕作面積

別農家数で、全農家２３６に対して、３０アールの耕作者は３９％、３０

ａから５０ａ未満の耕作者は９％。５０ａ以上の耕作者は５２％となって

おり、５０ａ未満の耕作者は、４８％です。 

また、一方、農地法施行規則第１７条第２項第１号では、設定区域内に

耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと

見込まれる農地が相当程度存在すること。設定区域の位置及び規模からみ

て、設定区域内において５０ａ未満の農地を耕作する者の数が増加するこ

とにより、農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれ

がないことであれば、面積を下げることができます。こちらの基準で松伏

町を当てはめてみても、遊休農地率は、０．６％と低い状況ですので、事

務局といたしましては、経営基盤促進法の利用権設定も可能であることか

ら、引き続き５０ａの変更は行わず、維持していきたいと考えております。 

説明については以上です。 

 

◎議長 

 説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。 

 

（なし） 

 

◎議長 

質疑なしと認め、これより採決いたします。 

 承認に賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。 

よって、本案は承認されました。 

 

【報告第１号 農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出書の受理

について】 

◎議長 

続いて、日程７報告第１号について事務局報告願います。 

 

◎事務局 

 ○○地区において、分譲住宅や住宅敷地として届出がありましたのでご

報告させていただきます。 

 

【報告第２号 農地改良等に係る届出について】 

◎議長 

続いて、日程８報告第３号について事務局報告願います。 

 

◎事務局 

 ○○地区において、農地改良の届出がありましたのでご報告させていた



 

 

 

 

 

 

 

 

 

だきます。 

 

◎議長 

以上をもって、本定例総会に付議された議案はすべて終了いたしました。 

その他として、委員または事務局から何かありますか。 

 

◎事務局 

 ・年間予定について 

・第３回総会について 

・農業委員会の身分証明書、名刺について 

・慶弔規定と年会費、旅行の積み立てについて 

 

◎議長 

その他何かありますか。無いようですのでそれでは閉会いたします。 

閉会の挨拶を、髙橋会長代理よりお願いします。 

 

◎会長代理 

 長時間にわたりお疲れ様でした。先日マイナンバーカードを作ったとこ

ろ２５００円分のポイントがもらえました。お得ですので皆さんも作って

みてください。今日はありがとうございました。 

 


